
 

個人情報ファイル簿 

１ 個人情報ファイルの名称  避難行動要支援者名簿 

２ 実施機関の名称及び個人情報ファ

イルが利用に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

 実施機関   市長 

組織       福祉総務課 

３ 個人情報ファイルの利用目的 
 災害時における避難行動要支援者に対す

る支援活動を適切に行うため 

４ 記録項目 

 １申請者氏名，２住所，３生年月日，４電話

番号，５所属する町内会，６要件該当性の有無・

種類（※），７在宅見守り安心システムの利用

の有無，８水戸市緊急通報システム NET119 の

利用の有無，９普段いる部屋・寝室の位置，10

かかりつけの病院・利用している福祉施設・居

宅介護支援事業所等の名称，住所，電話番号，

担当者，11 服薬内容，12 アレルギーの有無，

13 緊急時連絡先の方の氏名，住所，電話番号，

14 その他申請者が記入した事項（障害の具体

的な状況など） 

※【避難行動要支援者の要件】 

ア介護保険の要介護２以上の方 

イ身体障害者手帳（1・2 級）の交付を受けている方 

ウ療育手帳（マルＡ・Ａ）の交付を受けている方 

エ精神保健福祉手帳（1・2 級）の交付を受けている方 

オ 75 歳以上のひとり暮らしの方 

カ市の支援を受けている難病患者の方 

キその他市長が必要と認めた方 

５ 記録範囲  申請者本人及び緊急時連絡先の方 

６ 記録情報の収集方法 ■本人 ■本人以外 

７ 要配慮個人情報の有無 ■含む     □含まない 

８ 記録情報の経常的提供先    

９ 開示等請求を受理する組織の名称

及び所在地 

（名称）水戸市福祉部福祉総務課及び情報公

開センター 

（所在地）水戸市中央１丁目４番１号 

10 訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
 

１１ 個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第

１号（電子処理フ

ァイル） 
□法第 60 条第２項第

２号（マニュアル

処理ファイル） 
政令第 21 条第７項に

該当するファイル 

   □有 ■無 

１２ 備考  

 注 この表で「法」とは個人情報の保護に関する法律を，「政令」とは個人情報の保護に

関する法律施行令をいう。 


